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変 更 案 現 行 変更理由 
施行予定 

年月日 

第１条から第２条 略 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（餌釣、毛針釣、ルアー

釣、友釣りをいう。）に限るものとし、次の表のア欄の漁業において

は、それぞれイ欄の漁具・漁法により、それぞれウ欄の規模の範囲内で

行わなければならない。ただし、手釣り、竿釣りの補助漁具として、た

も網（網枠の直径４２ｃｍ以下）を使用することは認めることとする。 

ア、漁業 イ、漁具・漁法 ウ、規模 

あゆ漁業 

友釣り 

竿は１本とし、掛け針は３段以下

４本以内 

リールの使用は禁止及び鮎ルアー

の使用は禁止 

雑魚漁業 
手釣・竿釣り 

竿はあまご・いわなは１本、その

他の魚種は３本以内 

 

第４条から第１１条 略 

 

第１条から第２条 略 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（餌釣、毛針釣、ルアー

釣、友釣りをいう。）に限るものとし、次の表の左あああああああああ

ああああ 欄の漁具・漁法は  、それぞれ右欄の規模の範囲内でな

ああければならない。ただし、手釣り、竿釣りの補助漁具として、た

も網（網枠の直径４２ｃｍ以下）を使用することは認めることとする。 

あ漁具・漁法 あ規模 

友釣り 

竿は１本とし、掛け針は３段以下４

本以内 

リールの使用は禁止及び鮎ルアーの

使用は禁止 

雑魚竿釣り 
竿はあまご・いわなは１本、その他

の魚種は３本以内 

 

第４条から第１１条 略 

 

 

 

 

 

漁具、漁法

の制限を明

確にするた
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文言の修正 

認可の日か

ら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


